
水口地域包括支援センター　☎ 65-1170　  63-4591
問い合わせ・申し込み

①地域でボランティア活動をしている人
②民生児童委員
③介護者の会会員
④介護従業者（ケアマネジャー、施設職員）
⑤医療従事者
⑥認知症介護指導者養成研修修了者
⑦認知症介護実践リーダー研修修了者
⑧行政職員

日　　時　8月26日（木）　9時〜16時
場　　所　忍の里プララ　　
受 講 料　無料（定員50名）
申込期間　7月1日（木）〜7月12日（月）
受講条件　�右記の条件を満たす方で「認知症サ

ポーター養成講座」を原則ボランテ
ィアの立場で年間5回以上行ってい
ただける方

　認知症になっても安心して暮らせるまちをめざし、「認知症を知り地域を
つくる10カ年」キャンペーンが全国で始まっています。その一つとして「認
知症サポーター100万人キャラバン」が展開され、市でも認知症について正
しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する認知症サポーターを
養成します。
　キャラバン・メイトは、市と協働して、認知症サポーターを養成する講座を開催し、講師役を務
めていただく人です。今回、認知症の基礎知識やサポーターの役割について学んでいただく講習
を開催、キャラバン・メイトとしてご活躍いただく方を募集します。

〜認知症キャラバン・メイト募集〜

いつまでも安心して暮らせるまちへ
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応募資格
◦�河川レンジャー活動を行う意思、意欲の
ある方
◦満20歳以上の方（2010年4月1日現在）

募集人数 若干名

応募方法

氏名、性別、職業、生年月日、住所、電話番
号、活動経験、課題:あなたが考える「住民と
住民、住民と行政をつなぐために河川レン
ジャーになって実現したいこと、それを達
成するための具体的な方法」を応募用紙に
記入の上、郵送またはFAXでお申し込みく
ださい。

　琵琶湖およびその周辺において、住
民と住民、ならびに住民と行政との連
携・協働を行う人です。

※�応募用紙はウォーターステーション琵琶もしくは同HP
（http://www.water-station.jp/ranger/）から入手いた
だけます。

ウォーターステーション琵琶河川レンジャー制度
運営委員会事務局
〒520–2279　大津市黒津4–2–2
☎ 077‐536‐3520　  077‐536‐3530

問い合わせ・申し込み

● 募集期間 ●
7月1日（木）〜8月2日（月）

ウォーターステーション
イメージキャラクター
「しずくくん」

「琵琶湖河川レンジャー」
を募集

琵琶湖流域で活動する

琵琶湖河川レンジャーとは？

ご応募お待ちしています！
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